
 

 

 

 

 

上記以外の感染症で、ご不明な点等ございましたら学校までご相談ください。 

また、病院で上記の感染症と診断された場合は学校へご連絡ください。 
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第２種 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、又は、５日間の適正な抗菌性物質製剤

による治療が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、か

つ、全身状態が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

新型コロナウイルス 
発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過す

るまで。 

学校感染症の出席停止一覧 


